
事

業

者

事

業

者

市

町

村

市

町

村

申

請

申

請

（対象サービス）
就労移行支援
就労継続支援Ａ型

暫
定
支
給
決
定

暫
定
支
給
決
定

暫定支給決定期間暫定支給決定期間
２か月以内の範囲で市町村が個別ケースに応じて
アセスメントに必要な期間を勘案して設定

①
ア
セ
ス
メ
ン
ト

①
ア
セ
ス
メ
ン
ト

②
個
別
支
援
計
画

の
作
成
・
実
施

②
個
別
支
援
計
画

の
作
成
・
実
施

支
給
決
定

支
給
決
定

③
評
価
結
果
ま
と
め

③
評
価
結
果
ま
と
め

③
に
基
づ
き
、

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
が

適
切
か
否
か
の
判
断

③
に
基
づ
き
、

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
が

適
切
か
否
か
の
判
断

「一般就労」又は「就労移行支援」若しくは
「就労継続支援Ａ型」の利用が可能な者に対し、
安易に「就労継続Ｂ型」の支給決定が行われな
いように留意

適切

利
用
意
向
の
聴
取

利
用
意
向
の
聴
取

障害程度
区分認定

障害程度
区分認定

訓練等給付を希望する場合

介護給付を希望する場合

（参考）

（参考）就労移行支援における暫定支給決定の利用状況

障害福祉課調べ
平成20年4月1日現在

今
後
の
サ
ー
ビ
ス

利
用
に
つ
い
て
調
整

今
後
の
サ
ー
ビ
ス

利
用
に
つ
い
て
調
整

（暫定支給決定の考え方）（暫定支給決定の考え方）
一定期間の訓練を行うサービスであることを踏まえ、本人の希望を尊重しつつ、その

有する能力及び適性に応じ、より適切な利用を図る観点から、希望するサービスの継続
利用についての利用者の最終的な意向を確認した上で、希望するサービスの利用が適切
かどうかの客観的な判断を行うための期間を設定した支給決定（暫定支給決定）を行う
もの
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１．特別支援学校卒業後に就労継続支援Ｂ型を利用しようとする場合、一旦就労
移行支援を経なければならないために、卒業時点で進路がはっきりしない状況
が生じることから、就労移行支援を経ずに直接就労継続支援Ｂ型の利用を認め
るべきとの指摘がある。

２．一方、現行の仕組みは、利用する就労支援サービスが適切か否かを判断する
ための客観的指標の作成が困難である中で、障害者本人の希望を尊重しつつ
就労の可能性を見出す機会を制度的にも設けておく必要があるとの考え方に
基づくものである。

３．また、就労継続支援Ｂ型利用の適否を判断するための利用が、暫定支給決定
によるもので良い（最大でも２ヶ月）ことの周知が十分でないため、暫定支給
決定の活用が十分に図られていないことも考えられる。

１．特別支援学校卒業後に就労継続支援Ｂ型を利用しようとする場合、一旦就労
移行支援を経なければならないために、卒業時点で進路がはっきりしない状況
が生じることから、就労移行支援を経ずに直接就労継続支援Ｂ型の利用を認め
るべきとの指摘がある。

２．一方、現行の仕組みは、利用する就労支援サービスが適切か否かを判断する
ための客観的指標の作成が困難である中で、障害者本人の希望を尊重しつつ
就労の可能性を見出す機会を制度的にも設けておく必要があるとの考え方に
基づくものである。

３．また、就労継続支援Ｂ型利用の適否を判断するための利用が、暫定支給決定
によるもので良い（最大でも２ヶ月）ことの周知が十分でないため、暫定支給
決定の活用が十分に図られていないことも考えられる。

課課 題題

１．特別支援学校在学中に、例えば夏休み等において就労移行支援を利用する
ことにより、卒業時点から就労継続支援Ｂ型を利用できるようにすることを
検討すべきではないか。

２．就労移行支援の暫定支給決定の活用も含め、就労継続支援Ｂ型の利用プロセ
スについてどのように考えるか。

１．特別支援学校在学中に、例えば夏休み等において就労移行支援を利用する
ことにより、卒業時点から就労継続支援Ｂ型を利用できるようにすることを
検討すべきではないか。

２．就労移行支援の暫定支給決定の活用も含め、就労継続支援Ｂ型の利用プロセ
スについてどのように考えるか。

【【論点論点((案案))】】
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１．就労継続支援Ｂ型及び旧授産施設の利用者の工賃引き上げを目的として、
「成長力底上げ戦略」の一環として、平成19年度～23年度の5年間で平均工賃の
倍増を目指す取り組みを進めているところ。

２．平成19年度においては、全ての都道府県において「工賃倍増5カ年計画」を
策定し、各都道府県における今後の具体的な取り組みが定められたところ。

３．国においては、平成20年度においては、都道府県に対し、工賃倍増計画の
策定を支援するなどのための経費を補助している。

４．その他、就労継続支援Ｂ型について、工賃向上実績の報酬上の評価や、施設
外就労の財政的支援を行うこととしている。

また、福祉施設への発注促進税制、地方公共団体における役務にかかる随意
契約の可能化などが実現している。

１．就労継続支援Ｂ型及び旧授産施設の利用者の工賃引き上げを目的として、
「成長力底上げ戦略」の一環として、平成19年度～23年度の5年間で平均工賃の
倍増を目指す取り組みを進めているところ。

２．平成19年度においては、全ての都道府県において「工賃倍増5カ年計画」を
策定し、各都道府県における今後の具体的な取り組みが定められたところ。

３．国においては、平成20年度においては、都道府県に対し、工賃倍増計画の
策定を支援するなどのための経費を補助している。

４．その他、就労継続支援Ｂ型について、工賃向上実績の報酬上の評価や、施設
外就労の財政的支援を行うこととしている。

また、福祉施設への発注促進税制、地方公共団体における役務にかかる随意
契約の可能化などが実現している。

現現 状状

(2) 工賃引き上げの充実

（参考１）工賃倍増５カ年計画対象施設（注）の平均工賃

19年度 12,600円（対18年度比 +3%）

（注）就労継続支援Ｂ型、旧授産施設、旧小規模通所授産施設

（参考２）工賃倍増に係る都道府県の取組状況（補助事業）

・経営コンサルの事業所への派遣 26道府県
・経営セミナー等の開催 23府県
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「工賃倍増計画」の取り組みは始まったばかりであり、各事業所において
工賃引き上げに向けて、ＰＤＣＡサイクルの下で継続的に取り組まれていく
ことが重要。

※ ＰＤＣＡサイクルとは･･･
Ｐｌａｎ(計画)：従来の実績や将来の予測などをもとにして業務計画を作成する。
Ｄｏ(実施・実行)：計画に沿って業務を行う。
Ｃｈｅｃｋ(点検・評価)：業務の実施が計画に沿っているかどうか確認する。
Ａｃｔ(処置・改善)：実施が計画に沿っていない部分を調べて処置する。

「工賃倍増計画」の取り組みは始まったばかりであり、各事業所において
工賃引き上げに向けて、ＰＤＣＡサイクルの下で継続的に取り組まれていく
ことが重要。

※ ＰＤＣＡサイクルとは･･･
Ｐｌａｎ(計画)：従来の実績や将来の予測などをもとにして業務計画を作成する。
Ｄｏ(実施・実行)：計画に沿って業務を行う。
Ｃｈｅｃｋ(点検・評価)：業務の実施が計画に沿っているかどうか確認する。
Ａｃｔ(処置・改善)：実施が計画に沿っていない部分を調べて処置する。

課課 題題

工賃倍増計画の実施状況やその成果を定期的に評価しながら、工賃引き上げの
取組を、継続的に進めていくべきではないか。

工賃倍増計画の実施状況やその成果を定期的に評価しながら、工賃引き上げの
取組を、継続的に進めていくべきではないか。

【【論点論点((案案))】】
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地域自立支援協議会に就労部会を設けるなど、福祉分野を中心に地域レベルで
就労支援のネットワークを設けることも有効であるが、その設置が十分でない。

また、雇用分野、教育分野においても、地域のネットワークを設けることと
されている。

地域自立支援協議会に就労部会を設けるなど、福祉分野を中心に地域レベルで
就労支援のネットワークを設けることも有効であるが、その設置が十分でない。

また、雇用分野、教育分野においても、地域のネットワークを設けることと
されている。

現現 状状

３ 障害者雇用施策等との連携強化等３３ 障害者雇用施策等との連携強化等障害者雇用施策等との連携強化等

(1) 雇用施策等との連携の強化

（参考１）地域自立支援協議会の就労部会設置数 ２２２カ所（７４１協議会中）（障害福祉課調べ 平成20年4月1日現在）

（参考２）

地域のネットワークの根拠等

障害者団体、障害者支援団体、地域障害者
職業センター、障害者就業・生活支援セン
ター、職業能力開発校、障害者地域生活支
援センタ－、福祉事務所

557か所

※全国のハローワーク

ハローワーク
の管轄区域

関係機関からなる就労支援のため
のチームを編成し、個々人の「障害
者就労支援計画」を作成し、就職に
向けた準備から職場定着まで一連
の支援を行う

ハローワーク地域障害者就
労支援事業

（チーム支援）

①相談支援事業者、学識経験者、市町村等
の関係機関

②以下の１～４）に該当する関係者・機関

(1)社会資源や地域における権利擁護、相

談支援事業を担う関係者

(2)障害当事者・団体の代表者又はその家

族

(3)相談支援事業者、福祉サービス事業者、

保健・医療、学校、企業、高齢者介護等関
係機関

(4)前各号に掲げるもののほか、地域ケアに

関する学識経験を有する者

①45都道府県

（H20.4現在）
※ H20年度中に 残り

２か所も設置
予定

②1,188市町村

（741協議会）

(H20.4現在）
※ H20年度中に366

か所が設置予定

都道府県

市町村

①都道府県内の圏域毎の相談支援
体制の状況を評価し、市町村格差
の体制整備等の指導・助言及び専
門的分野における支援方策等につ
いて情報・知見を共有・普及する。

②市町村における障害者の生活を
支えるため、相談支援事業をはじめ
とするシステムづくりに関し、中核的
な役割を果たすと共に、責任主体と
してその運営と連絡調整にあたる

※就労支援部会においては、主に
地域協議会において右記３）のうち
就労支援関係機関によって構成さ
れる

①都道府県

②市町村

地域自立支援
協議会

（就労部会）

参加機関設置数設置単位目的中心となる機関名称

障害者団体、障害者支援団体、地域障害者
職業センター、障害者就業・生活支援セン
ター、職業能力開発校、障害者地域生活支
援センタ－、福祉事務所

557か所

※全国のハローワーク

ハローワーク
の管轄区域

関係機関からなる就労支援のため
のチームを編成し、個々人の「障害
者就労支援計画」を作成し、就職に
向けた準備から職場定着まで一連
の支援を行う

ハローワーク地域障害者就
労支援事業

（チーム支援）

①相談支援事業者、学識経験者、市町村等
の関係機関

②以下の１～４）に該当する関係者・機関

(1)社会資源や地域における権利擁護、相

談支援事業を担う関係者

(2)障害当事者・団体の代表者又はその家

族

(3)相談支援事業者、福祉サービス事業者、

保健・医療、学校、企業、高齢者介護等関
係機関

(4)前各号に掲げるもののほか、地域ケアに

関する学識経験を有する者

①45都道府県

（H20.4現在）
※ H20年度中に 残り

２か所も設置
予定

②1,188市町村

（741協議会）

(H20.4現在）
※ H20年度中に366

か所が設置予定

都道府県

市町村

①都道府県内の圏域毎の相談支援
体制の状況を評価し、市町村格差
の体制整備等の指導・助言及び専
門的分野における支援方策等につ
いて情報・知見を共有・普及する。

②市町村における障害者の生活を
支えるため、相談支援事業をはじめ
とするシステムづくりに関し、中核的
な役割を果たすと共に、責任主体と
してその運営と連絡調整にあたる

※就労支援部会においては、主に
地域協議会において右記３）のうち
就労支援関係機関によって構成さ
れる

①都道府県

②市町村

地域自立支援
協議会

（就労部会）

参加機関設置数設置単位目的中心となる機関名称
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就労支援のネットワークは、設置が求められている各会議の目的の達成に向け
て、地域の実情に応じて、有効に機能するものとして設置運営されていくことが
重要と考えるものの、現状では、地域によって、必ずしも有機的なネットワーク
として十分には機能していない。

就労支援のネットワークは、設置が求められている各会議の目的の達成に向け
て、地域の実情に応じて、有効に機能するものとして設置運営されていくことが
重要と考えるものの、現状では、地域によって、必ずしも有機的なネットワーク
として十分には機能していない。

課課 題題

雇用、教育、福祉等の地域の関係機関が障害者の就労支援に関し有機的な連携
体制を構築できるよう、切れ目のない一貫した支援を目指し、更に具体的な連携
を強化するとともに、一体的な運営や合同開催などの工夫も必要ではないか。

雇用、教育、福祉等の地域の関係機関が障害者の就労支援に関し有機的な連携
体制を構築できるよう、切れ目のない一貫した支援を目指し、更に具体的な連携
を強化するとともに、一体的な運営や合同開催などの工夫も必要ではないか。

【【論点論点((案案))】】

（各都道府県及び市町村）教育委員会、
福祉・保健衛生・労働部局及び機関、大学
等

47か所（都道府県）
※市町村にも同様の仕
組みの協議会が数多く
設置されている

都道府県

市町村

教育、福祉、医療、労働等の関係機
関の連携協力体制を構築する

教育委員会特別支援連携
協議会

ハローワーク、地域障害者支援センター、
障害者雇用支援センター、社会福祉施設、
特別支援学校等

204か所障害保健福
祉圏域

支援対象障害者が持っている問題
の解決のために他の関係機関の支
援を受けることが必要な場合、調整
を行う

障害者就業・生活
支援センター

障害者就業･生
活支援センター

「関係機関との
連絡会議」

地域障害者職業センター、障害者就業・生
活支援センター、都道府県高齢･障害者雇
用支援協会、労働基準監督署、労災病院、
職業能力開発校等

（把握していない）原則として、
ハローワーク
単位

就職希望のある障害者の把握に努
め、障害者の就職の促進等諸対策
について協議するとともに、障害者
が職業生活を送る上で抱える問題
点について情報交換する

ハローワーク障害者雇用連
絡会議

（各都道府県及び市町村）教育委員会、
福祉・保健衛生・労働部局及び機関、大学
等

47か所（都道府県）
※市町村にも同様の仕
組みの協議会が数多く
設置されている

都道府県

市町村

教育、福祉、医療、労働等の関係機
関の連携協力体制を構築する

教育委員会特別支援連携
協議会

ハローワーク、地域障害者支援センター、
障害者雇用支援センター、社会福祉施設、
特別支援学校等

204か所障害保健福
祉圏域

支援対象障害者が持っている問題
の解決のために他の関係機関の支
援を受けることが必要な場合、調整
を行う

障害者就業・生活
支援センター

障害者就業･生
活支援センター

「関係機関との
連絡会議」

地域障害者職業センター、障害者就業・生
活支援センター、都道府県高齢･障害者雇
用支援協会、労働基準監督署、労災病院、
職業能力開発校等

（把握していない）原則として、
ハローワーク
単位

就職希望のある障害者の把握に努
め、障害者の就職の促進等諸対策
について協議するとともに、障害者
が職業生活を送る上で抱える問題
点について情報交換する

ハローワーク障害者雇用連
絡会議
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